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農作物共済（水稲）への加入にあたり、あらかじめご承知いただきたい重要事項をご説

明いたします。 

 

  

 

  「水稲及び麦の耕作面積の合計が１０ａ以上の農家」の方は、加入いただく（任意加

入制）ことができます。 

 

 

 

  加入方式とそれぞれ選択できる補償割合は、以下のとおりです。 

  補償割合 

加入方式 
９ 割 ８ 割 ７ 割 ６ 割 

全 相 殺 方 式 ○ ○ ○  

品 質 方 式  ○ ○ ○  

地域インデックス方式 ○ ○ ○  

半 相 殺 方 式  ○ ○ ○ 

 

加入方式 内            容 

全 相 殺 方 式 

組合員ごとの減収量（その組合員の基準収穫量から増収分も

加味した収穫量を差し引いた数量）が、その組合員の基準収

穫量の１、２、３割を超えるときに共済金を支払う方式。 

収穫量を乾燥調製施設等の計量結果（施設型）または税務申

告書類等（帳簿型）で適正に確認できることが条件です。 

品 質 方 式  

その年の実収穫量に品質指数を乗じる方法により算定した収

穫量が基準収穫量に達しない場合で、かつ、生産金額が補償

額（基準生産金額の９、８、７割）に達しないときに共済金を

支払う方式。生産量の概ね全量を原則として過去５年間にお

いて、数量及び等級に関する資料の提供が得られるＪＡ等に

出荷しており、かつ今後も概ね全量をＪＡ等に出荷すること

が条件です。 

地域インデックス方式 

組合員ごと及び統計単位地域ごとに、共済事故が発生し、か

つ、その年産の統計単収が基準単収の１、２、３割を超えて

減収したときに共済金を支払う方式。 

半 相 殺 方 式 

組合員の被害耕地に係る減収量の合計がその組合員の基準収

穫量（その組合員の耕地ごとの基準収穫量の合計）の２、３、

４割を超えるときに共済金を支払う方式。 

  注１）基準収穫量：いわゆる平年収量のことで、その年の天候や肥培管理等が平年並
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みだった場合に見込まれる収量です。 

  注２）品質指数：水稲の産地別銘柄ごとの出荷規格別価格の差を指数化したもので、

実績を基に毎年設定します。 

  注３）基準生産金額：過去５年間の出荷実績に基づく平均的な生産金額として農家単

位に設定します。 

  注４）統計単位地域：統計単収が市町村別に公表されている市町村の区域。 

  注５）統計単収：作物統計調査の収穫量調査に基づく単位面積当たりの作物の種類別

収穫量。 

  注６）基準単収：いわゆる平年収量のことで、地域インデックス方式の場合、市町村

の過去５年間の統計の平均単収（５中３）を用いて設定します。 

 

付帯できる特約 内            容 

一筆半損特約 

収穫量が基準収穫量の 1/2 以下であると認められる耕地につ

き、基準収穫量の 1/2 に相当する数量を減収量とみなして共

済金を支払う特約。 

自動継続特約 

毎年産継続して加入される場合、申し出により翌年産以降に

おいて、申込みをする意思表示を行わなくても農作物共済の

申込みがあったとする旨の特約。 

 

 

 

  風水害、干害、冷害、ひょう害その他の気象上の原因（地震及び噴火を含む）による

災害、火災、病虫害及び鳥獣害による水稲の減収。 

  品質方式の場合は、前記災害による減収または品質の低下を伴う生産金額の減少。 

 

 

 

  本田移植期（直播栽培の場合は発芽期）から収穫期まで。なお、収穫とは適期に刈り

取りして、適期に圃場から搬出することです。 

 

 

 

（１）全 相 殺 方 式：１kg当たり共済金額×組合員の総基準収穫量×９、８、７割 

（２）品 質 方 式：基準生産金額×９、８、７割 

（３）地域インデックス方式：１㎏当たり共済金額×組合員の総基準収穫量×９、８、７割 

（４）半 相 殺 方 式：１kg当たり共済金額×組合員の耕地別基準収穫量の合計× 

８、７、６割 

注）１kg当たり共済金額は、過去の一定年間における平均価格をもとに、国から告示さ

れますので、下記の最高額から最低額の金額の間で選択いただきます。 

＜令和６年産水稲の１kg当たり共済金額＞ 

類区分 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第６位 第７位 第８位 

主食用米 193 174 154 135 116 97 - - 

飼料用米 30 26 23 19 15 11 8 4 

米粉用米 73 65 57 49 41 33 25 17 

   ※申出によりいずれかの金額を選択することができます。 

 

３．共済事故 

４．共済責任期間（補償期間） 

５．共済金額（補償金額） 
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共済掛金の額＝共済金額×共済掛金率 

注１）共済掛金率は、農林水産大臣が過去 20 ヵ年の損害率を基礎に定め、３年ごとに

改定されます。また、組合員個別に設定される危険段階別共済掛金率は、過去一定

年間の損害率等を基に定めています。 

注２）共済掛金のうち、水稲は５０％を国が負担します。なお、共済掛金に加え、賦課

金（事務手数料）も納入いただきます。また、正当な理由がないのに共済掛金の納

入が遅滞した場合は共済関係の解除となりますので注意が必要です。 

 

 

 

（１）全相殺方式、地域インデックス方式、半相殺方式 

共済金の支払額＝１kg当たり共済金額×共済減収量 

注）共済減収量は次により算定します。（各方式の最大補償割合の場合） 

 

① 全相殺方式 

（組合員の基準収穫量－組合員の収穫量）－組合員の基準収穫量×10/100 

② 地域インデックス方式 

（基準単収－当年産の統計単収）×引受面積の合計－（基準単収×引受面積の合

計×10/100） 

③ 半相殺方式 

（被害耕地の基準収穫量の合計－被害耕地の収穫量の合計）－組合員の基準収穫

量×20/100 

④ 一筆半損特約（全相殺、地域インデックス方式、半相殺の最高補償割合を選択し

た場合） 

半損耕地の基準収穫量の 1/2の合計－（半損耕地の基準収穫量の合計×30％） 

 

（２）品質方式 

共済金の支払額＝共済金額－生産金額 

※一筆半損被害の生産金額の算定（9割補償の場合） 

共済金額－（（半損耕地の基準生産金額×半損耕地補償割合（70％））－（半損耕地

の基準生産金額×1/2）） 

 

 

 

農業共済制度は、農業共済組合、国の 2段階の責任分担により危険分散を図り、共済

金を確実に支払う仕組みとなっておりますが、組合の財務状況によっては、共済金の支

払額が削減されることがあります。 

 

 

 

（１）共済責任期間外の災害 

   ①水稲を収穫し、圃場から搬出した後の災害 

   ②収穫適期を過ぎた時期の災害 

   ③本田移植（直播栽培の場合は発芽）前の災害 

（２）通常すべき肥培管理や損害防止を怠ったために生じた災害 

（３）共済事故の発生通知を怠り、または悪意もしくは重大な過失によって不実の通知を

６．共済掛金（１年間） 

７．共済金 

９．共済金が支払われない場合 

８．共済金の削減 
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したとき 

（４）悪意もしくは重大な過失によって共済細目書に不実の記載、あるいは不実の変更通

知をしたとき 

（５）共済掛金の振込みを遅滞したとき 

（６）植物防疫法の規定に違反した結果生じた損害 

（７）通常の栽培方法以外のものに変更した結果生じた損害 

 

 

 

  通常行うべき肥培管理の粗放、病害虫防除の不適切、その他共済事故以外の原因によ

ると認められる減収がある場合には、その原因による減収量と共済事故による減収量を

分割し、前者の減収量（分割減収量）は、共済金支払対象の減収量から除かれます。 

 

 

 

（１）共済事故による損害が発生した場合には、遅滞なく、当組合に事故発生通知・損害

通知をしてください。 

（２）共済金の支払を受けるべき損害があると認めるときは、遅滞なく、次の事項を当組

合に通知してください。 

   ①災害の種類 

   ②災害の発生年月日 

   ③災害により被害を受けた場所その他災害によって生じた損害の状況 

   ④その他災害の状況が明らかとなる事項 

（３）加入申込書兼変更届出書に記載した事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨

を当組合に通知してください。 

 

 

 

  加入申込書兼変更届出書記載事項やご加入に際し知り得た情報につきましては、当組

合、農林水産省が、引受・損害評価事務などのほか、損害防止など各種サービスの提供・

充実のために限り利用させていただきます。 

  また、経営所得安定対策等に加入の場合は、その作付面積確認のため、ご加入する水

稲共済引受面積等確認データを地域農業再生協議会に提供させていただきます。 

  なお、法令により必要とされた場合には、個人情報を第三者に提供することがありま

す。 

 

 

 

 

※ この重要事項説明書の内容は、    ○○○○農業共済組合○○○課 

農作物共済（水稲）の主な項目を 

記載しているものであり、不明な         担当 ○○○○○○ 

点やさらに詳細な内容についてお 

聞きしたい場合には、右記にご連    ℡ ○○○－○○○－○○○○ 

絡願います。 

10．分割評価 

11．加入者の通知義務 

12．個人情報の取り扱いについて 


